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令和７年第４回（１１月招集） 

袖ケ浦市議会定例会追加議案 
No.１ 

議案番号 件 名 等 関係部等 

議案 

第３３号 

袖ケ浦市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例の制定について 

（主な内容） 

 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律により、児

童福祉法の一部が改正され、乳児等通園支援事業の設備及び

運営に関する基準を条例で定めることとされたため、新たに

条例を制定しようとするものである。 

施行日 令和８年４月１日 

市民子育て

部 
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袖ケ浦市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を 

定める条例の概要説明 

１ 条例制定の背景 

令和６年６月１２日に公布された、子ども・子育て支援法等の一部を

改正する法律（令和６年法律第４７号）により、全ての乳幼児の健やか

な成長を支援し、子育て家庭に対して、保護者の多様な働き方やライフ

スタイルにかかわらず、柔軟に保育サービスを利用できるよう支援を強

化することを目的に、０歳６か月から満３歳未満で保育所等に通ってい

ないこどもを養育している家庭が、月一定時間までの利用可能枠の中で、

就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる新たな通園給付として、

「乳児等通園支援事業」（こども誰でも通園制度）が創設されました。こ

の乳児等通園支援事業は、令和７年４月１日から子ども・子育て支援法

（平成２４年法律第６５号）の地域子ども・子育て支援事業に位置付け

られ、令和８年４月１日からは、同法にて乳児等のための支援給付とし

て給付化されます。 

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第３４

条の１６第１項においては、市町村は、乳児等通園支援事業の設備及び

運営についての基準を条例で定めなければならないとされており、同条

第２項において、その条例は令和７年１月１４日に公布された乳児等通

園支援事業の設備及び運営に関する基準（令和７年内閣府令第１号）で

定める基準に従い定め、又はそれを参酌するものとされています。 

 本市は、令和８年度から乳児等通園支援事業を新たに実施する予定で

あることから「袖ケ浦市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例」を制定しようとするものです。 

２ 条例制定の目的 

乳児等通園支援事業が、市町村による認可事業とされたことから、法
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第３４条の１６第１項の規定に基づき、乳児等通園支援事業の設備及び

運営に関する基準に関し、必要な事項を定めることを目的とするもので

す。 

 

３ 施行期日   

令和８年４月１日から施行 

 

４ 近隣市の状況 

木更津市：公布の日から施行予定 

（令和７年１２月議会上程予定） 

君津市 ：公布の日から施行予定 

（令和７年１２月議会上程） 

富津市 ：令和８年４月１日から施行予定 

（令和７年１２月議会上程） 

市原市 ：令和７年９月１８日施行 

（令和７年９月議会上程） 

 

５ 条例における基本的事項 

第１条（趣旨） 

本条は、法第３４条の１６第１項の規定に基づき、乳児等通園支援

事業の設備及び運営に関する基準（以下「最低基準」という。）に関し、

必要な事項を定めることを規定するものです。 

第２条（最低基準の目的） 

この条例で定める基準の目的は、明るくて、衛生的な環境において、

素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員が利用乳幼児又は保護者

に対して乳児等通園支援を提供することにより、利用乳幼児が心身と

もに健やかに育成されることを保障するものである旨を規定するも

のです。 
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第３条（最低基準の向上） 

市長は、乳児等通園支援事業者に対し、最低基準を超えて、その設

備及び運営を向上させるように勧告することができること及び市は、

最低基準を常に向上させるように努めることを規定するものです。 

第４条（最低基準と乳児等通園支援事業者） 

乳児等通園支援事業者は、常にその設備及び運営について向上させ

る義務を負うこと等を規定するものです。 

第５条（乳児等通園支援事業者の一般原則） 

乳児等通園支援事業者における乳児等通園支援の提供の在り方や

乳児等通園支援事業者及び設備に関する一般原則を規定するもので

す。 

第６条（乳児等通園支援事業者と非常災害） 

乳児等通園支援事業者が行う非常災害対策を規定するものです。 

第７条（安全計画の策定等） 

乳児等通園支援事業者が安全の確保を図るため、乳児等通園支援事

業所における安全に関する事項についての計画を規定するものです。 

 第８条（自動車を運行する場合の所在の確認） 

   乳児等通園支援事業者が自動車を運行する場合に利用乳幼児の乗降

車時に所在の確認と車内に置き去りを防止するよう、講じるべき必要

な措置について規定するものです。 

 第９条（乳児等通園支援事業所の職員の一般的要件） 

   乳児等通園支援事業所の職員の一般的要件を規定するものです。 

第１０条（乳児等通園支援事業所の職員の知識及び技能の向上等） 

乳児等通園支援事業所の職員は、知識及び技能の向上等に努める義

務を有し、乳児等通園支援事業者は、そのための研修の機会を確保す

る義務がある旨を規定するものです。 

第１１条（他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職員の

基準） 
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乳児等通園支援事業所が、他の社会福祉施設等を併せて設置すると

きの設備及び職員の基準を規定するものです。 

第１２条（利用乳幼児を平等に取り扱う原則） 

乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児に対し差別的な取扱いをして

はならないことを規定するものです。 

第１３条（虐待等の禁止） 

乳児等通園支援事業所の職員の虐待等の行為の禁止について規定

するものです。 

第１４条（衛生管理等） 

乳児等通園支援事業者の衛生管理、感染症等の発生やまん延の防止

等の措置を講ずる義務等について規定するものです。 

第１５条（食事） 

乳児等通園支援事業者が食事の提供を行う場合において、調理機能

を有する設備の設置について規定するものです。 

第１６条（乳児等通園支援事業所内部の規程） 

乳児等通園支援事業者が定めなければならない重要事項に関する

規程について規定するものです。 

第１７条（乳児等通園支援事業所に備える帳簿） 

乳児等通園支援事業者が備える帳簿について規定するものです。 

第１８条（秘密保持等） 

乳児等通園支援事業所の職員の秘密保持に関する責務及び乳児等

通園支援事業者が秘密保持に関する措置を講じなければならない旨

を規定するものです。 

第１９条（苦情への対応） 

乳児等通園支援に関する苦情に対する対応等について規定するも

のです。 

第２０条（乳児等通園支援事業の区分） 

  乳児等通園支援事業の区分について規定するものです。 
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第２１条（設備の基準） 

   一般型乳児等通園支援事業所の設備の基準を規定するものです。 

第２２条（職員） 

一般型乳児等通園支援事業における保育士等の職員の配置につい

て規定するものです。 

第２３条（乳児等通園支援の内容） 

   一般型乳児等通園支援事業者が実施する乳児等通園支援の内容を規

定するものです。 

第２４条（保護者との連絡） 

一般型乳児等通園支援事業を行う者が利用乳幼児の保護者と密接

な連絡をとり、乳児等通園支援の内容等に関して、その保護者の理解

等を得るよう努めなければならない旨を規定するものです。 

第２５条（設備及び職員の基準） 

余裕活用型乳児等通園支援事業を行う事業所の設備及び職員の基

準について規定するものです。 

第２６条（準用） 

余裕活用型乳児等通園支援事業における乳児等通園支援の内容、保

護者との連絡について、第２３条及び第２４条の規定を準用すること

を規定するものです。 

 第２７条（暴力団の排除） 

市及び乳児等通園支援事業者は、乳児等通園支援事業から暴力団を

排除するための措置を講ずることを規定するものです。 

第２８条（電磁的記録） 

乳児等通園支援事業者及びその乳児等通園支援事業所の職員が記

録、作成その他これらに類するもののうち書面で行うことが規定され

ている又は想定されているものは、書面に代えて、電磁的記録による

対応も可能である旨を規定するものです。 

第２９条（委任） 
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乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準に関し、この条例

で定めるもののほか、必要な事項は、別に定めることを規定するもの

です。 

附 則 

この条例の施行期日を規定しています。 
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